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1 　背景と目的
　国内の国立、国定公園に代表される自然公園利用者
の事故リスク管理に関しては、そのための法規も、国
による統一的な管理体制も整備されてこなかった。例
えば、自然公園の代表的な利用形態であり、リスクを
伴う登山（英語ではハイキング）についても、一部の
地方自治体や観光協会が独自で、または省庁と協力し
てリスク管理のための情報提供を実施しているにすぎ
ない。
　一方、スイス（スイス連邦憲法 1999）、オーストラ
リア（Australia 2021）、ニュージーランド（愛甲 2012）
など自然公園が主な旅行先であるネーチャーツーリズ
ムやアドベンチャーツーリズム（AT）が、観光の一部
となっている国々では自然公園内の事故リスク管理は
国のシステムに組み込まれている（観光庁② 2023）。
各国がこのような対応をしているのは、自然の中での
活動には多少の差はあってもリスクが伴うからである。
UNWTO（国連世界観光機関）もATを「アドベンチャー
ツーリズムは独特の地形や景観のある場所で実施され
る、アクティビティ、文化交流、自然体験を伴う旅行
形態だが、このような体験は客観的リスクまたは主観
的リスクを伴い、ある程度の身体的、精神的負担がある」
と定義づけている（UNWTO 2017）。
　また、ATについて海外では相当の研究の集積があ
るが（Janowski et.al 2021）、多くはATの主要素として、
「スリルと興奮」、「自然環境、身体活動」、「リスクと危
険、挑戦」をあげている。近年、日本政府も世界で急
速な伸びを示すAT市場からの誘客に力を入れる方針
である（観光庁① 2023）。従来「観光」の対象外とし
て広報されてこなかったため国外では知られていな
かったが、全体面積の 3分の 2が森林という日本国内
には国立、国定公園をはじめとしてATのデスティネー
ションとして魅力的な自然資源が豊富であり、観光の
視点からは潜在的可能性が大きい。原始の自然が残る
北海道にはこのことが最もよくあてはまる。
　しかし、国がこのようにリスクのあるアクティビ
ティを目的とする旅行者を積極的に誘客するのであれ
ば、その導入は、先に挙げた国々同様、リスク管理シ
ステムの整備と一体でなされなければならない。日本
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　本研究では、地域協働による自然公園利用者の事故
防止のためのリスク管理例としてニセコルールに注目
し、その成立過程や実施状況を、文献・資料及び関係
者のヒアリング結果に基づき調査し、リスクガバナン
スが成立しているか検討することを目的とした。
しかし、ガバナンスやリスクガバナンスの概念は環

境リスク、食品、原子力、交通などあらゆる分野で汎
用されている一般概念であり、特に自然公園利用者の
リスク管理のために特化された概念ではない。このた
め、本研究では現実に機能しているリスク管理システ
ムであるニセコルールと、これら概念との関連性を明
らかにすることを目的とした。また、リスクガバナン
スに不可欠とされるリスクコミュニケーションが、ニ
セコルールではどのようになされていたかも検討した。
その結果を他の自然公園の事故リスク管理体制の構築
にも活用できるのではないかと考えたからである。

2 　研究方法
　文献資料調査及びニセコアンヌプリ地区なだれ事故
防止対策協議会（以下協議会）構成員を中心として、
ニセコルールの成立経過やルールによる管理の現状に
ついて知識のある関係者24名に半構造化インタビュー
を実施した。

3 　調査結果と考察
⑴ ニセコルールについて
ニセコルールは、1984年以降、リフトが北海道西部
後志管内に位置する標高1,308ｍのニセコアンヌプリ
頂上付近まで延伸されたため、一帯のバックカント
リー（スキー場外）を滑走するスキーヤーやスノーボー
ダーの雪崩による死亡事故が相次ぎ、1985年から1999
年までの間に 8名が亡くなっている（ニセコ雪崩情報
記録集 2020）。スキー場は、大半の事故がスキー場外
で起きるため、国や道の方針に従い場外滑走を禁止し、
違反者からはリフト券を取り上げるという対応をして
いたが、事故は後を絶たなかった。そこで、登山家で
あるとともに、カヤックガイドをする傍

かたわ

ら地元でロッ
ジを経営するA氏が、自らの体験や現地での観測、気
象状況などを基に1994年からスキー場の利用者に向け

人の自然公園の利用者は書籍やインターネット上で
様々なリスク情報を収集できるが、リスクのあるアク
ティビティについては日本語でも情報が少ないうえ、
外国人向けとなると世界遺産の富士山や長野県の観光
情報サイトなど一部を除いては無きに等しいため、特
有の自然条件について知識がない外国人は、知らない
ままリスクに晒

さら

される可能性があるからである。また、
国内でも最近はGPSを使って安易に登山する初心者
や、質が保証されないインターネット上の情報を利用
する登山者が増加している（木本 2020）ため、自然
公園利用者の事故リスク管理の充実が望まれる。
　そこで注目されるのが、地域協働によるリスク管理
である。20年以上にわたって、スキー場外の雪崩事故
リスク管理を実施しているニセコルールを例として、
ATのリスクマネジメントには「地域内の複数の主体が
地域ネットワークを構築してリスクマネジメントに関
与する＜地方協働型＞が効果的・効率的」とされてい
る（稲葉ら 2007）が、その成立過程や管理の仕組みな
どについては検討されていない。ニセコルールは管理
者以外の利害関係者を含む地域協働による取り組みで
あり、課題が雪崩事故リスク管理であることからリス
クガバナンスとして機能している可能性がある。ガバ
ナンスの概念は、社会の複雑化に伴い、政府すなわち
ガバメントによる統治が対応しきれなくなった社会状
況を背景とし、英国で政治分野の概念として「ガバメ
ントからガバナンスへ」のスローガンの下に提唱され
た（Rhodes 1997）。Rhodesの挙げるガバナンス成立の
要件を表 1に整理した（Rhodes 1997;八巻 2011）。
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表 1 　ガバナンスの成立要件

1 政府ばかりでなく独立性が保たれた非政府組織を含
み、組織間の隔たりは不明瞭である。

2 目的に向かって生じるネットワーク構成員間の継続的
な相互関係。

3
信頼とネットワーク構成員間で合意されたルールに
基づく相互関係であり、ビジョン、リーダーシップが
必要。

4
政府から相当程度の自主性があり、自己組織化する
ネットワークである。政府に統治する権限は存在しな
いが、ネットワークの舵取りを行う。
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ダーA氏を中心とする信頼関係が認められることは表
1－ 2、表 1－ 3に適合する（広報ニセコ、2021年）。
「国や道に相談するという発想がなかった」というニ
セコルール策定時を知る関係者の発言から、ルールは
自己組織化した体制によるものであり、一方国と道は
今に至るまでニセコルールを公認していないことか
ら、組織的には表 1－ 4のいう政府から相当程度の自
主性があり、さらにニセコ町、倶知安町は公共機関と
して政府に代わる役割を果たしているといえる。
⑶ リスクコミュニケーション
リスクガバナンス構築には複数の利害関係者が携わ
ることから、関係者間のコミュニケーションが不可欠
な要素であるとされる（Renn 2015）。National Research 
Council （1989）の定義では、リスクコミュニケーショ
ンは、「（リスクについての）集団間での情報や意見の
やりとりの相互作用的過程である」とされている。ニ
セコルールに関しては、ニセコルール成立 6年前の
1995年に第 1 回目が開催された「雪崩ミーティング」
及び、双方向ではないが情報の受け手が想定され、A
氏が1994年頃から現在までシーズン中は毎日、雪崩事
故防止のためにウェブ上で提供してきた「ニセコ雪崩
情報」によりリスクコミュニケーションが行われてい
ると捉えられる。
・リスクコミュニケーションの機能
リスクコミュニケーションの機能（National Research
Council 1989; OECD 2002，Renn 2009）としては以下
が指摘されている。これらの機能はニセコルールの策定
や実施にあたって、ガバナンスに有効に作用した（表 2）。
・啓蒙的機能：異なる関係者のリスクへの理解を深める。
・ 挙動変更機能：リスクを減少するため人々の日常の
挙動や習慣を変える手助けをする。
・ 信頼構築機能：リスクを管理する組織間の信頼を醸
成する。
・ 争点解決方法提供：解決に向けて、代替案や対話、
効果的、民主的なリスク管理や規則を実現するため
の方法を提供する。
上記の機能についてニセコルールを考えると、表 2
のようになる。

て雪崩情報を提供するようになった（新谷 2017）。
　その一方で、A氏は、雪崩事故防止について関心の
ある地元の滑り手やガイドを中心としたニセコ雪崩
ミーティングという意見交換の場を年 1回設け、1995
年から現在に至るまで継続している（2020年のみコロ
ナ禍のため休止）。1998年 1 月滑走禁止区域の「春の滝」
と呼ばれる谷で雪崩による死亡事故が発生したことを
契機として、ニセコ町、倶知安町の両町と各スキー場
代表者、ニセコ雪崩調査所、雪崩専門家で構成される
協議会が発足した。続いて雪崩情報の発出は、A氏を
代表とするニセコ雪崩調査所に委託し、2001年地域の
公式ルールとしてニセコローカルルールを策定、実施
した（ニセコ雪崩情報記録集 2020）。場外へはゲート
からのみ出ることが認められ、ゲートの開閉は雪崩情
報に基づき行われる。2007年にはニセコルールと改称
した。以降、現在に至るまで禁止区域に侵入して雪崩
に遭い死亡した 1名を除き、雪崩事故で死亡した人は
いない。ニセコルール成立当時に比べ、バックカント
リーを好む欧米人客の数は大幅に増加しているにも関
わらず、22年間ルール違反者以外雪崩事故の死亡者は
ゼロであることは注目に値する。

⑵ ニセコルールとガバナンスの成立要件
ニセコ町、倶知安町を含む協議会及びニセコ雪崩調
査所が設立されたことは表 1－ 1に該当し、協議会構
成員間、ガイド、滑り手などとも雪崩ミーティングを
通じ相互関係があること、これら関係者の間にはリー
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出典：ニセコアンヌプリ地区なだれ事故防止対策協議会
図 1 　ニセコルール
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しており、ニセコ町は当該ルールを町の公式ルールと
していることから、行政の関与があり公共性は充たし
ていると考えられる。必要に迫られ、徐々にかたちを
成したニセコルールが、成立以降、違反者以外の雪崩
事故死亡者なしという状態を維持している。背景には、
強力なリーダーであるA氏の存在や、複数のスキー場
がアンヌプリという 1つの山を共同使用していること
など特有の事情があるが、その成立過程や実施状況が
ガバナンスの要件に適合しているため、リスクガバナ
ンスとしてのニセコルールの仕組みは他の自然公園の
事故リスク管理体制構築に活用できる可能性がある。
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4 　まとめ
　以上、ニセコルール成立過程は、先行研究、既存文
献調査や関係者のヒアリングの結果、表 1に示したガ
バナンスの要件によく合致しており、課題が雪崩事故
というリスクの低減であることから、リスクガバナン
スが成立していると理解される。また、リスクコミュ
ニケーションにより、関係者の意思疎通が図られてい
る。
ニセコルールは自然発生的に個人の活動から始ま

り、それが徐々に関係者を含むリスクガバナンス体制
成立に至った点で、言わば草の根リスクガバナンスと
いえるものであるが、ガバナンス論においてこのよう
な経過は想定されていない。しかし、本研究で検証し
た結果、ニセコルールは最終的にガバナンスの要件（表
1）を充たしている。ガバナンスの概念は必ずしも行
政機関を除外するものではないが、ニセコルールにつ
いては国（林野庁）、道ともに成立時反対を表明し（北
海道新聞，2001）、今に至るまで公認していないため、
期せずしてガバメントからガバナンスへという
Rhodesが提唱した概念に沿ったものとなっている。ま
た、ニセコルール成立にはニセコ町、倶知安町が関与

表 2  リスクコミュニケーションの機能とニセコルール
リスクコミュニケー
ションの機能 ニセコルール

啓蒙的機能 雪崩ミーティング、雪崩情報の提供を通し
て関係者の雪崩リスクへの理解を深めた。

挙動変更的機能

雪崩ミーティング、雪崩情報の提供を通
してスキー場を含め、異なる意見を持
つ人達もルール策定に理解を示すように
なった結果ルールが成立した。少数の例
外を除き、ニセコルールがスキー場利用
者によく遵守され、事故が激減したこと
は、ルール以前は頻繁な違反もあったス
キー場利用者の挙動も変化したといえる。

信頼構築機能

A氏の尽力により、ニセコルール成立前
の1995年から現在まで雪崩ミーティング開
催も雪崩情報の提供も継続されたことに
より、関係者間の信頼が構築された。リ
スクコミュニケーションにおいては信頼構
築機能がコンセンサス形成のために非常
に重要である（吉川 1998）。

争点解決方法提供
雪崩ミーティングでの議論に基づき、ニセ
コルールの内容が具体化され、協議会で
正式に決定された。
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